
 

熊本市フッ化物洗口事業業務委託契約書 

 

１ 委 託 業 務 名  令和８年度（2026 年度）熊本市フッ化物洗口事業業務委託 

 

２ 履 行 場 所  熊本市立小学校 

 

３ 履 行 期 間  自  令和８年（２０２６年）４月 １日 

 

           至  令和９年（２０２７年）３月３１日 

 

４ 委 託 料 の 額 

 金額（税込） 

内訳 

単価（税抜） 
消費税及び地方

消費税の額 

業務委託料（１人１回につき）  １，５５２円 １，４１１円 １４１円 

 

５ 委託業務内容  仕様書及び熊本市フッ化物洗口事業実施手順書に基づきフッ化物 

洗口を行う 

 

６ 契 約 保 証 金  ￥○○,○○○－（又は免除） 

 

  上記委託業務について、委託者 熊本市と受託者                 

とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、信

義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  この契約成立の証として、本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各

自その１通を保有する。 

   

 

令和８年（２０２６年）４月１日 

 

          委託者 熊本市中央区手取本町 1 番 1 号 

              熊本市 

              熊本市長 大 西 一 史 

           

受託者 ○○市○○区○○町○丁目○番○号  
株式会社 ○○○○ 
    

           代表取締役 ○ ○ ○ ○ 

印 

印 

（案） 



  

 

 

（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）及び仕様書に基づき、

この契約を履行しなければならない。 

２ 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に交互符合しないものがあるときは、委託者

と受託者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に

指示するものとする。 

３ 受託者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履

行期間」という。）内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。 

４ 業務の履行に必要な一切の経費は、この契約の業務委託料に含まれるものとする。 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び

解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、

前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者

は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協

議の内容を書面に記録するものとする。 

４ 前 3 項の指示等及び協議は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）を用いて

行うことができる。ただし、指示等を行う方法については書面の交付に準ずるものでなけ

ればならない。 

（契約の保証） 

第３条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。 

２ 受託者は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担

保措置をとることができる。 

 (1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供 

 (2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が

確実と認める金融機関の保証 

３ 受託者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を

填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合

において、受託者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託し

なければならない。 

４ 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該履行

保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合にお

いて、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

５ 第１項、第２項及び第３項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６

項において｢保証の額｣という。）は、業務委託料の１０分の１以上としなければならない。 

６ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の１に達

するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額

を請求することができる。 

７ 受託者が第１項及び第２項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第２

０条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければ

ならない。 



  

 

 

８ 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則（昭和３９年規則第７号）第２２条第２項各

号（第１号及び第２号を除く）の規定に基づき、委託者が契約保証金の全部の納付を免除

した場合には適用しない。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第 4 条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他

の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、こ

の限りでない。 

（一括再委託等の禁止）  

第４条の２ 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任

してはならない。 

 （秘密の保持） 

第５条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は業務の目的外に利

用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（個人情報の保護）  

第５条の２ 受託者は、この契約に基づき委託された業務を実施するに当たっては、個人情

報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければな

らない。 

 （監督員） 

第６条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。

監督員を変更したときも、同様とする。 

２ 監督員は、この契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲

げる職務を行う。 

 (1) 業務の履行について、受託者又は次条の規定による受託者の現場責任者に対する指示、

承諾又は協議 

 (2) 仕様書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受託者の作成したこ

れらの図書の承認 

 （現場責任者） 

第７条 受託者は、業務の履行について管理を行う現場責任者を定め、書面により委託者に

届け出なければならない。現場責任者を変更したときも同様とする。 

２ 現場責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、履行期間の変

更、業務委託料の請求及び受領、第８条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、

同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、こ

の契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。 

 （現場責任者等に関する措置請求） 

第８条 委託者は、受託者の現場責任者、使用人若しくは作業員から業務を委任され、若し

くは請け負った者がその業務の履行等につき著しく不適当と認められるときは、その事由

を明示して受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。  

２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に

対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで

きる。 



  

 

 

４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。 

（履行報告及び調査） 

第９条 受託者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなけ

ればならない。 

２ 前項に定める場合のほか、委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し、業務の処理

状況について調査し、又は報告を求めることができる。 

３ 受託者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に当該事故の状況

を報告しなければならない。この場合において、受託者は当該事故による損害の発生又は

拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

４ 委託者は、業務の実施状況について、受託者の作業する場所等を立ち入り検査すること

ができる。 

（仕様書等の変更） 

第１０条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示（以下この

条において「仕様書等」という。）の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更するこ

とができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は

業務委託料を変更することができる。 

（履行期間の変更方法） 

第１１条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

 （損害等の負担） 

第１２条 業務の履行のために要した費用（この契約において別に定める場合を除く。）につ

いては、受託者がその費用を負担する。ただし、委託者の責めに帰すべき事由により生じ

たものについては、この限りでない。 

（不可抗力による損害） 

第１３条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責め

にも帰することのできない事由（以下「不可抗力」という。）によって履行の遅延その他

の債務不履行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められ

る場合には、その責任を負わない。この場合においては、その後の措置について双方協議

するものとする。 

２ 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状況を委託

者に報告したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければなら

ない。 

３ 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるときは、この

契約を解除することができる。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第１４条 受託者は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責め

を負わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼした

ときは、委託者がその賠償の責めを負わなければならない。ただし、受託者が、委託者の

責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に知らせなかったときは、この

限りでない。 

３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、受

託者は速やかに委託者に紛争の状況を報告したうえ、損害の発生又は拡大を防止するため



  

 

 

必要な措置をとらなければならない。 

 （検査） 

第１５条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。 

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に検

査を行わなければならない。 

 （業務委託料の支払い） 

第１６条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求する

ことができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して３０日

以内に業務委託料を支払わなければならない。 

（損害賠償） 

第１７条 委託者又は受託者は、この契約に違反した場合、これによって相手方に生じた損

害の賠償をしなければならない。ただし、その違反が自らの責めに帰することができない

事由によるものであるときはこの限りでない。 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない

場合、受託者は、遅延日数に応じ、業務委託料にこの契約の締結の日における政府契約の

支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき

財務大臣が定める率（以下「遅延利息の率」という。）を乗じて計算した額を違約金として

委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

２ 委託者の責めに帰すべき事由により、第１６条第２項の規定による業務委託料の支払い

が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を

乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。 

３ 前２項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支

払うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。 

（委託者の解除権） 

第１９条 委託者は、受託者がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正

を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、受託者の責めに帰すべき事由の

有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 委託者は、民法第５４２条に定めるもののほか、受託者に次の各号のいずれかに該当す

る事由が生じた場合には、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なし

に直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。  

(1) 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完了する見込

みがないと認められるとき。 

(2) 第４条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継

承させ、又は担保の目的に供したとき。 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達

することができないと認められるとき。 

 (4) 第２２条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(5) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。 

(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他

これらに準じる手続が開始されたとき。 

(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれら



  

 

 

に類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。 

(8) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払

停止状態に至ったとき。 

(9) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことに

より、この契約の履行が困難になると認められるとき。 

(10) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関

与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。 

(11) 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は業務委託を締結する事務所

の代表者その他経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体である場合

には代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしていると認められる

とき。 

ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等の

行為をしていると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアから

オまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき。 

キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入

契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が

受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

(12) その他前各号に準ずる事由があるとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第２０条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の１０分

の１に相当する額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

金額）を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

 (2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律

第７５号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）の規定により選任された管財人 



  

 

 

(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 前条の規定による契約の解除によって、受託者に損害が生じた場合において、受託者の

責めに帰すべき事由がある場合は、委託者は、その損害を賠償する責めを負わない。 

４ 第１項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える

場合において、委託者がその超える部分について受託者に対し損害賠償を請求することを

妨げない。 

５ 第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の

提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金

に充当することができる。 

（その他の解除権） 

第２１条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第１９条の規定によるほか、必要がある

ときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料

相当額を上限とする。 

３ 前項に規定する損害賠償額及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。

ただし、協議の開始の日から１４日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託

者に通知するものとする。 

（受託者の解除権） 

第２２条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不

可能となったときは、この契約を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その賠

償を委託者に請求することができる。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料

相当額を上限とする。 

（解除の効果） 

第２３条 この契約が解除された場合には、第１条第３項に規定する委託者及び受託者の義

務は消滅する。 

２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既

に業務を完了した部分が可分でありそれによって委託者が利益を受けると認めた場合には、

既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料（以下「既履行部

分委託料」という。）を受託者に支払うことができる。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定

める。ただし、協議の開始の日から１４日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、

受託者に通知する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、第１９条第２項第 10 号及び第１１号に該当することによ

りこの契約が解除された場合は、委託者は、既履行部分委託料の支払いは行わないものと

する。 

（契約解除等に伴う措置） 

第２４条 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材

料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去（委託者に返還す

る貸与品については、委託者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。）するとと

もに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。 

２ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、



  

 

 

又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処

分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託

者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原

状回復に要した費用を負担しなければならない。 

３ 受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第１９条又は第２１条第１項の規定

により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第２２条の規定により契約が解

除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

（補則） 

第２５条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議

して定める。 

 （特記事項） 

第２６条 この契約の効力は、契約書記載の契約日から生ずるものとする。 


